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意見(案)080311 版の修正案 修 正 文 案 理 由 

「淀川水系河川整備計画原案(平成

19年 8月 28日 )」に対する意見

(案)(080311版)の修正案 

  

追加 
第 2段落「･･･必ずしも踏まえた
ものとはなっていない。」→「･･･
必ずしも踏まえたものとはなっ
ていない点もある。」池野委員 

表現を正確にするため。 

追加 
「･･･意見を提示することとし
た。」の後に「原案の見直しを求
める。」を追加。佐藤委員 

意見の範疇に入る。 

追加 
第 3 段落「･･･委員が十分に･･･
とは言えない。」→「･･･委員全
員が十分に･･･とは言えない。」
水山委員 

 

削除 
第 2段落「しかし、「原案」はこ
れまで･･･踏まえたものとはな
っていない。」を削除。川崎委員

第１次、第２次委員会で積み

重ねてきた議論等について

は、今回審議を十分していな

い。議論をした内容に絞るべ

きである。 

[意見提示の趣旨]  

淀川水系流域委員会(以下「委員会」

と呼ぶ。)は、平成19年８月28日に近畿

地方整備局(以下「整備局」と呼ぶ。)

から提示された「淀川水系河川整備計画

原案」(以下「原案」と呼ぶ。)について、

意見を述べることを求められた。委員会

は、21回(第57回～第77回)の委員会を開

催し、整備局から説明を聞き、質疑応答

を繰り返すなど審議を重ねてきた。 

しかし、「原案」は、これまで第１次、

第２次の委員会で積み重ねてきた議論

と、それを受けて平成16年５月８日に整

備局が提示した「淀川水系河川整備計画

基礎案」の基本的な考え方や基礎案を実

施するための具体的施策を必ずしも踏

まえたものとはなっていない。 

また、これまで整備局からなされた説

明や、委員・住民からの質問に対する回

答は、必ずしも委員全員が十分に納得で

きるものであったとは言えない。 

このようなことから、これまでの委員

会の審議は決して十分に尽くされたと

は言えないが、今後の「原案」に対する

審議をできるだけ円滑に、かつ有意義に

行い、より良い計画の策定に資するため

に、現時点までに委員会で審議検討して

きた課題について、意見を提示すること

とした。 

 なお、現時点で十分な審議検討が行

われていない課題については、できるだ

け早期に意見を提示することとする。 

削除 
本文の第２段落から第３段落を
削除する。 
第４段落冒頭の「このようなこ
とから」を削除すべき。寶委員

・計画基礎案を踏まえて出され

たものが計画原案であると理解

している。 

・審議参考資料として提出され

たものなど、つぶさに読むと分

かりやすいものが多数作成され

ており、河川管理者の説明の努

力は評価できる。それらについ

て説明をきちんと受ける時間を

委員会中ではとれず、埋もれて

しまっている。 

・文章の接続の観点からも、第

２段落「・・・とはなっていな

い。」、第３段落「また、とは言

えない。」を受けて、第４段落「こ

のようなことから、・・・尽くさ

れたれたとは言えないが」とい

う文書の続き方がおかしい。 

修正 
「委員会は、以下に述べる意見
及び提言を答申する。」へ修正。
池野委員 

委員会の役割は原案に対する

意見等を答申することであ

る。 

修正 
「委員会は、以下・・・再提示
されるよう求める。」→「委員会
は以下のような意見を併記する
ので、これらの意見を政策決定
に十分反映するように求める。」
へ修正。川崎委員 

管理者は、困難な課題や具体

的な修正意見を求めているで

あって、委員会に最提示を求

める権限はない。今回、委員

によって議論の結論が分かれ

ている部分があり、委員全員

の考え方を無理に一つにまと

める必要はないと考える。 

[意見] 

委員会は、以下に述べる内容を踏ま

えて「原案」を見直し、再提示される

よう求める。 

修正 
「･･･「原案」を見直し、再提示
されるよう求める。」→「･･･「原
案」を見直されることを希望す
る。」水山委員 

現在示されている原案に対し

て意見を言うのが現在の委員

会の仕事。 
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意見(案)080311 版の修正案 修 正 文 案 理 由 

削除 
全て削除。河田委員 

再提示を求める必要はない。

委員は原案に対して専門家と

して意見をのべることであ

る。 

削除 
全て削除。佐藤委員 
 
 

原案に対して審議し、意見を

集約して報告することが当委

員会に委ねられた使命であ

る。再提出を求めることを意

見とするのは意見の拡大解釈

とならないか。また、再再提

出を求めることになりかね

ず、合意なき平行線となろう。

意見書は意見書として評価を

得るべきである。 

削除 
削除する。寶委員 

12月までに意見を提出すると

いうことで委員に就任した。

その後４か月追加期間があり

より理解を深めることができ

た。この８ヵ月の間において、

各委員は少なくとも自分の専

門分野における意見を述べる

ことはできるはずであり、そ

れを意見集としてでも出した

らよい。 

十分に審議ができていない項

目については至急、意見を追

加して提出すべきと考える。

１．河川整備計画策定にあたっての

基本的考え方 

 

・「原案」には、「計画の内容につい

てはPlan(計画)、Do(実施)、Check(点

検・評価)、Action(処置・改善)のサ

イクルを考慮し、随時、進捗状況を点

検して必要に応じて見直しを行うも

のとする。進捗状況の点検にあたって

は、淀川水系流域委員会の意見を聴

く。」と記述されており、委員会はこ

のことを評価する。 

  

修正 
第 2 段落：修正文案｢PDCA サイ
クルを試行できる施策につい
て、具体例の提示が望まれる。｣
寶委員 

PDCAサイクルを試行的に適用

できる施策は何か、委員会で

は議論・提案できるまでには

至らなかった。 

追加 
第 2 段落「・この考え方に基づ
き、」の後に「計画策定後可能な
限り早く、」を追加。池野委員 

実施時期の明確化のため。 

・この考え方に基づき、各施策につい

て目標を明確にし、具体的な行動計画

や評価の仕方を示すことを求める。 

削除 
第 2 段落｢・この考えに基づ
き、・・・・・求める。｣を削除
する。河田委員 

目標があるから計画が立てら

れるのであり、具体的な行動

計画は河川整備計画には含ま

ず、次の段階の仕事であり、

評価の仕方は評価する側が示

すものである。 
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意見(案)080311 版の修正案 修 正 文 案 理 由 

２．環境・治水・利水についての総

合的な検討 

 

・整備局は「これまでの流域における

社会活動、河川の整備や利用が淀川水

系や我々自身の生活環境に与えてきた

影響を真摯に受け止め、生態系が健全

であってこそ、人は持続的に生存し、

活動できるとの考え方のもと、これか

らの河川整備と管理の取り組みを転換

しなければならない。」(「河川環境の

保全と再生に関する基本的な考え方」)

という基本的な考え方を示している。 

  

・また、整備局が、河川環境の保全と

再生に関する取り組みの前提として、

「現状では、河川における人為的改変

や自然的攪乱に対する環境の応答が科

学的に十分解明されておらず、影響予

測が不確実な面もあります。」、さら

に、「河川環境のために留意すべき事

項が明らかになっているものもありま

すが、事業手法を検討するために必要

な過去のデータが不足していること

や、環境への影響を回避・低減するた

めの計画や設計に関する知見の蓄積が

十分でなく技術的に確立していない面

もあります。」としていることについ

て、委員会も認識を同じくしている。 

  

・このような考え方に基づき、整備局

が琵琶湖の水位低下の環境影響軽減

のための調査・試行や河川の縦・横断

方向の連続性の回復等、様々な施策を

実施していることは評価できる。 

削除 
第 3段落「･･･河川の縦・横断方
向の連続性の回復･･･」の「縦」
削除。村上委員 

以下の論旨からは、縦方向の

連続性を阻害するダム対策に

ついては評価できないことに

なる。 

修正 
第 4 段落「･･･環境への影響
は･･･反映されているとはいえ
ない。」を以下へ修正。 
｢･･･環境への影響は｢小さい｣あ
るいは｢影響は回避、低減され
る｣と専門家は評価してきた。｣
と文章を変更する。河田委員 

河川事業者は専門家の意見を

示したに過ぎない。 

追加 
第 4段落「・しかし」の後に「河
川の流下方向の連続性を阻害
し、河川環境に最も甚大な影響
を及ぼす」を追加。村上委員 
 

ダムは、他の人為的干渉にも

増して、河川環境に重要な影

響を及ぼすことを明記すべき

であると考える。 

・しかし、ダム建設については、治水・

利水面から先行的に計画が検討され、

その上でダムが建設された場合の環

境への影響についての検討が行われ、

環境への影響は「小さい」あるいは「影

響は回避、低減される」と結論づけて

おり、上記の考え方が十分に反映され

ているとはいえない。 

削除 
第 4 段落「しかし、ダム建設に
ついては･･･反映されていると
はいえない。」を削除。池野委員
 

計画手順として治水・利水面

からの先行的に検討せざるを

得ない。また認識は抱きつつ

も現時点での知見で判断せざ

るを得ない。 
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意見(案)080311 版の修正案 修 正 文 案 理 由 

削除または修正 
第 4 段落「しかし、ダム建設に
ついては･･･反映されていると
はいえない。」 
 →削除または「今後の影響評
価への改善点として、影響評価
の検討結果のレビューを踏ま
え、改善点については委員会で
の今後の検討事項である。」へ修
正。川崎委員 

ダム以外の計画検討が行われ

ていなかったかどうか事実が

間違っていたら、問題である。

管理者に事実を確認すべき。

環境影響評価の検討が事業実

施段階で行われていた場合に

は、通常適切な対応であり、

治水利水の先行的な計画とは

断言できない。また、実際に

行われた影響評価の専門委員

会などの検討結果を審議し、

それが十分であったかどうか

を検討する、あるいは当委員

会の中で環境評価への具体的

改善事項の提案がない限り、

不十分であったかどうかの言

及はできない。 

削除 
第 4段落を削除。寶委員 

事業推進中のダムについて、関

連委員会を設けてかなりの検

討がなされている事実がある。

委員会ではそれについて議論

も評価もほとんどしていない。

削除 
第4段落「・しかし、ダム建設に
ついては･･･反映されているとは
いえない。」を削除。水山委員 

それなりに反映されている。

削除 
第 5段落｢治水・利水の考え方を
根本的に転換するという姿勢
で、｣を削除。河田委員 
 

根本的に転換するということ

がどういう内容かが不明であ

る。 

・治水、利水に比べて環境に係わるデ

ータの蓄積が乏しいとはいうものの、

かけがえのない琵琶湖・淀川水系の環

境の保全と再生のために、これまでの

河川整備が与えてきた河川環境への

影響を真摯に受け止め、治水・利水の

考え方を根本的に転換するという姿

勢で、環境・治水・利水を総合的に検

討することを求める。 

削除 
第 5段落を削除。寶委員 

２頁の最下行｢根本的に転換

する｣が、意味不明である。こ

れの意味をはっきりさせない

限りこの段ら君存在の意義が

ない。 

３．洪水対策 

 

・淀川、宇治川、木津川、そして桂川

に様々な規模の洪水が発生した場合、

「現状」と「原案に示された洪水対策

メニューが整備された後」とを比較す

ると大規模に掘削する桂川において

計画高水位(以下、「 Ｈ Ｗ Ｌ
ハイウォーターレベル

」

と呼ぶ。)超過延長は改善されるもの

の、対象河川(宇治川52.4km、木津川

32.4km、桂川18.8kmから淀川河口ま

で)全区間延長にしめるＨＷＬ超過延

長は、現状と整備後とでほとんど変わ

らず、越水延長の割合も、若干低下す

るが、大きく改善されることはない。、

修正 
第１段落･第２段落を以下に修正
・流域の人口、資産の集積を見る
とき、現状、流域全体の治水安全
度は低いと言わざるを得ない。 
・水系全体としてバランスを保ち
ながら、戦後最大降雨に対応させ
る整備施策については評価でき
る。 
・しかし気候変動の幅が増しつつ
あることを考えるとき、整備後で
も計画目標を超える様々な規模
の洪水が発生した場合、堤防決壊
の危険性は大きい。 
・したがって堤防天端までの補強
の実施と、耐越水堤防への強化対
策の技術的な検討を早急に行い、
試験的にでも効果が発揮できる
工法の実施に努めることを求め
る。池野委員 

計画目標と超過外力との区分

をする。 
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意見(案)080311 版の修正案 修 正 文 案 理 由 

修正 
第 1段落「淀川、宇治川、・・、
大きく改善されることはない。」
を以下へ修正。 
「淀川、宇治川、・・・・一定の
効果が認められるが、効果の評
価については議論が分かれると
ころでもあり、さらに改善の方
向へ向けて委員会では審議を継
続したい」川崎委員 

整備計画の目標としている洪

水は概ね計画高水位を下回る

計画であるので、その意味で

の一定の効果は認められる。

より改善する方向で委員会は

検討するべき。 

修正 
第 1 段落「･･･とを比較する
と･･･大きく改善されることは
ない。」を以下へ修正。 
「･･･とを比較すると、後者では
いずれの河道においても計画高
水位を超えることはない。」河田
委員 
 

この部分の指摘は間違ってい

る。 

対象河川(宇治川52.4km、木津川

32.4km、桂川18.8kmから淀川河口ま

で)全区間でＨＷＬを超える延長の割

合は、実績洪水の場合約15％から約

９％、1.5倍の洪水の場合約88％から

約91％、２倍の洪水の場合約93％から

約95％になる。また、越水延長の割合

は、実績洪水の場合約４％から約

２％、同1.5倍の洪水の場合約25％か

ら約20％、同２倍の洪水の場合約39％

から約36％になる。 

修正 
第 1段落を以下に修正。 
・淀川、宇治川、木津川、そし
て桂川に整備計画で想定する戦
後最大規模の洪水が発生した場
合、「現状」と「原案に示された
洪水対策メニューが整備された
後」とを比較すると、中上流部
において治水効果は大きい。ま
た、下流部においても治水安全
度を下げないよう｢上下流バラ
ンス｣が保たれている。 
・ ・淀川、宇治川、木津川、そ
して桂川に戦後最大規模の洪水
の 1.5 倍（1,650 年確率）、2 倍
（37,000 年確率）のような超過
洪水が発生した場合でも、「現
状」と「原案に示された洪水対
策メニューが整備された後」と
を比較すると大規模に掘削する
桂川において計画高水位(以下、
「ＨＷＬ(ハイウォーターレベ
ル)」と呼ぶ。)超過延長は改善
される。 
・ ・このような大規模な超過洪
水の場合、対象河川(宇治川
52.4km、木津川 32.4km、桂川
18.8km から淀川河口まで)全区
間延長にしめるＨＷＬ超過延長
は、現状と整備後とでほとんど
変わらず、越水延長の割合も、
若干低下するが、大きく改善さ
れることはないので、特に重要
な河川区間については、通常規
格以上の堤防（例えば、越水対
策を強化した堤防（いわゆる耐
越水堤防）やスーパー堤防など）
の整備を検討されたい。寶委員

｢様々な規模の洪水｣を基本方

針で考慮する計画規模までの

ものと超過洪水に相当するも

のとをはっきり仕分けして記

述するべきである。 
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修正 
第 2段落「･･･このことから、HWL
以上の･･･求める。｣という指摘
を書き換える必要がある。残す
部分は｢堤防の HWL 以上の強化
および・・・を実施することを
求める。｣となる。河田委員 

この文の前提となる指摘が間

違っているから、この文章も

書き直す必要がある。 

修正 
第 2段落「･･･HWL以上の強化･･･
実施することを求める。」→「HWL
以上の堤防強化策および耐越水
堤防の検討を急ぎ、実施に移す
ことが望まれる。」水山委員 

具体的な工法がはっきりしな

い状態で実施しろとは言えな

い。 

・このことから、ＨＷＬ以上の堤防強

化および越水対策強化が行われない

ならば、整備後においても依然として

全区間において堤防決壊の危険性は

大きい。したがって、堤防のＨＷＬ以

上の強化および耐越水堤防への強化

対策を実施することを求める。 

 

削除 
第 2段落を削除。 
この部分の趣旨は、上記項目
No.6 の３つ目の修文案に反映
した。寶委員 

・｢様々な規模の洪水｣を基本

方針で考慮する計画規模まで

のものと超過洪水に相当する

ものとをはっきり仕分けして

記述するべきである。 

・意見(案)で言っている『HWL

以上の堤防強化』は、河川砂

防技術基準(案)(平成９年改

訂版)に｢完成堤防｣として既

に記述されており、本来河川

管理者が満たすべき基準であ

る。何らかの事情によって｢暫

定堤防｣になっている河川区

間は、今回の整備計画で HWL

以上の堤防強化(すなわち、完

成堤防)を目指すべきもので

ある。 

・耐越水堤防(これは超過洪水

対策である)への強化対策の

実施については、上記項目

No.6の３つ目の修文案に反映

した。 

・住民の生命を守ることを第一とし

て、際限のない自然現象に対し、想定

を越える洪水が生じても被害を最小

限にくい止めるため、避難体制の整

備、土地利用計画を含めた流域対策や

河川改修等を進める必要があり、もと

より堤防強化のみで対応できるもの

ではないことは言うまでもない。堤防

のＨＷＬ以上の強化および耐越水堤

防への強化対策と流域対応等他の対

策との組み合わせについて、事業費を

明示した上で優先度の検討を行い、破

堤による壊滅的な被害の回避・軽減を

流域全体で最優先に取り組むための

具体的な計画を示すことを求める。 

 

修正 
第 3段落「住民の生命を・・・・・
計画を示すことを求める」を以
下へ修正。 
「住民の生命を・・・・計画を
委員会では検討したい。その場
合、事業費を算定するためには、
これまで管理者からも言及され
てきた課題、堤防工法の確立、
土地利用の可能性、計画高水位
を上げることの不確実性、橋梁
の付け替え、支線整備など多く
の困難な課題が山積している。
遊水池や河川改修、ダムなどの
比較検討は資料も示されてきた
ので、これらの具体的な解決を
行い、代替案として位置づける
までの目標年次を設定し、代替
案選定までの計画の PDCA を確
立するよう審議が必要である。」
川崎委員 
 

計画を示すには、管理者は課

題が多くこれまでも言及して

いる。その意味で専門的知見

が求められている。ダムの流

量低減を担保する堤防を中心

とした代替案について、委員

会としても課題を明記し、目

標年次を設定し、実施への道

筋を示唆するように記載すべ

きである。（これが確立しない

と絵に描いた餅に終わる） 
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修正 
第 3段落を以下に修正。 
・住民の生命を守ることを第一
として、際限のない自然現象に
対し、想定を越える洪水が生じ
ても被害を最小限にくい止める
ため、避難体制の整備、土地利
用計画を含めた流域対策や河川
改修等を進める必要があり、も
とより堤防強化のみで対応でき
るものではないことは言うまで
もない。 
・ はそのままで良い。後半部分
を以下のように書き換える。 
・ 修文案： 
・ ・超過洪水対策としての耐越
水堤防への強化対策を行う候補
地があれば明らかにし、その事
業費を明示した上で、流域対応
等他の対策との組み合わせを勘
案して、優先度の検討を行われ
たい。寶委員 

・この前半部分は、超過洪水

対策に関わる記述であり、原

案の｢危機管理体制の構築｣に

記述されている。 

・後半部は、『堤防のＨＷＬ以

上の強化』は、上記のように

標準規格なので言及する必要

はない。 

削除 
第 3 段落「堤防の HWL 以上の強
化･･･優先度の検討を行い、」を
削除。池野委員 

工法等が未確定であり、事業

費比較は困難である。 

 

削除 
第 3 段落「回避」を削除。池野
委員 

軽減は出来ても、回避は出来

ない。 

削除 
第 3段落「住民の生命を･･･示す
ことを求める。」を削除。水山委
員 

流域対応には法整備が必要で

は？現在の河川整備計画に対

して言う事ではない。 

４．水需要管理 

 

・整備局は「人々が社会生活の中で多

くの水を消費することは、河川の水量

を減らし、生物の生息・生育環境に対

して負荷を与えることにつながる。こ

のため、関係機関と連携を図りながら

水需要の抑制を図り、節水型社会を目

指す。」という基本的な考え方を示し

ており、委員会も同意見である。 

 

  

・整備局は水需要管理の具体的施策と

して、水需要の抑制、水利権の精査・

見直しと用途間転用、既存水資源開発

施設の再編と運用の見直しを掲げて

おり、川上ダムに係わる三重県伊賀水

道事業の新規水資源開発や、丹生ダム

に係わる異常渇水対策容量の確保と

いう具体的な課題において、これらの

施策に積極的に取り組む必要がある。 

 

削除 
第 2 段落「川上ダムに係わる三
重県･･･具体的な課題におい
て、」を削除。池野委員 

例示は一箇所にすべき。 
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・但し、水需要管理においては、地域

ごとの生活、歴史や文化を尊重したき

め細やかな対応が重要であることか

ら、既存施設の維持・有効利用も含め

て、「原案」で示された「常設の利水

者会議」を早急に立ち上げ、川上ダム

に係わる三重県伊賀水道事業の新規

水資源開発や、丹生ダムに係わる異常

渇水対策容量の確保等について、整備

局が積極的に調整することを求める。 

 

修正 
第 3 段落「丹生ダムに係わる異
常渇水対策容量の確保につい
て、」→「丹生ダムに係わる異常
渇水対策容量の確保等について
も、」池野委員 

具体的な課題の例示である。

修正 
第 1 段落～第 4 段落を以下に修
正。 
（１） 大戸川ダム・天ヶ瀬ダム
再開発 
・ 大戸川ダムおよび天ヶ瀬ダム
再開発は淀川水系河川整備方針
に示す５，０００㎥／S の洪水
調節の一環を担うものである。
・ 大戸川ダムはダム直下の大戸
川流域に大きな治水効果を発揮
するとともに、淀川下流部にお
いても全川に亘る水位低下の効
果を早期に発揮する。 
・ 計画規模洪水による３３パタ
ーンもの妥当性の検証において
も、全てＨＷＬ以下にするとい
う計画目標を達成している。 
・ しかし、いかなる洪水に対し
ても壊滅的な被害を軽減する観
点から、避難体制の整備など流
域対策に加え、堤防強化・河川
改修・ダムなど総合的に取り組
むべきである。 
・ 以上のことから、ダム建設の
実施を淀川水系河川整備計画に
位置づけることは妥当であると
判断する。池野委員 
 

治水効果に対する見解の相違

修正 
第 1 段落「水位低下は、計算誤
差の範囲であり、極めて小さい」
→「水位低下は、計画高水位以
下で目標とする洪水を流下させ
る、また、川幅の広く延長の長
い淀川の流量の低減には一定の
効果がある。」川崎委員 
 

誤差であることの根拠が不

明。流量効果はある。 

５．ダム 

 

（１）大戸川ダム・天ヶ瀬ダム再開発 

 

・大戸川ダムおよび天ヶ瀬ダム再開発

は一体として、宇治川、淀川に対して

流量低減を行うものの、淀川において

整備局が検証に用いた33パターンの

計画規模洪水の中で、大戸川ダムがな

い場合にもっとも高くＨＷＬを超過

するのは淀川13.2km地点で、超過高は

17cmである。大戸川ダムがあると水位

を19cm下げ、ＨＷＬから２cm水位を下

げることができるが、この大戸川ダム

による水位低下高は、計算誤差の範囲

であり極めて小さい。洪水時の水位の

変動幅やモデル誤差の範囲内である。 

 

修正 
第 1段落「･･･水位を下げること
ができるが、この大戸川・・・
小さい。｣を｢･･･水位を下げるこ
とができる。｣と修正。河田委員

計算誤差の範囲という指摘は

間違っている。 
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修正 
第 1段落を以下に修正。 
『計算誤差の範囲であり極めて
小さい』という表現は別紙に示
すように適切ではない。この部
分を以下のように改める。 
修文案： 
数百 m3/s に相当し、これが宇
治川（基本方針で 1500 m3/s）
から流れ下ってくることを考え
ると決して小さいとは言えな
い。寶委員 

別紙：｢計算誤差｣について、

を参照されたい。 

淀川枚方地の数値の比率のみ

で考えてはいけない。数百 

m3/s という流量の絶対値は

決して小さいとは言えない。

削除 
第 1 段落「・大戸川ダムおよび
天ヶ瀬ダム再開発は･･･計算誤
差の範囲であり極めて小さ
い。」、第 2 段落「また、計画規
模洪水を･･･極めて限定的であ
る。」を削除。水山委員 

河川管理者の説明も枚方にこ

だわっていて分かりにくい

が、批判は不適当 

修正 
第 2 段落「また計画洪水位
を・・・・・極めて限定的であ
る。」 
→「また、計画洪水位を・・・・・
限定的である。しかしながら、
計画規模の洪水を淀川本川では
計画高水位以下で流下させるた
めには、生命の危機に関わる一
つの洪水でも超過させることは
できないので、河川管理上の基
準に照らして整備案を代替案と
して位置づけることができる。
また、超過洪水対策への取り組
みも計画に位置づけることも重
要である。」川崎委員 

寶委員の意見解説（76 回委員

会参考資料１）によって、代

替案の位置づけが確認でき

る。8000ｍ３／を超える豪雨

はより少ないこと、計画基準

の設定を明確にすることは河

川管理上重要である。ここは

議論が分かれる所でもあり、

異なった意見を併記する方が

よいかもしれない。 

修正 
第 2 段落｢･･･後において、計画
規模を数パーセント･･･極めて
限定的である。｣の記述の目的が
正確でないので｢・・・後におい
て、大戸川ダム及び・・・洪水
は限定的であるが、安全基準を
満たさなければならない。｣と書
き換える。河田委員 

安全基準を犯すようなことは

許されない。 

・また、計画規模洪水をＨＷＬ以下で

流下させるという「原案」で示された

目標に対して、大戸川ダムによって水

位をＨＷＬ以下に低下させることが

できる洪水は、検証に用いた33パター

ンの計画規模洪水の中で２パターン

である。さらにこの２つの洪水パター

ンであっても、大戸川ダムおよび天ヶ

瀬ダム再開発が完成した後において、

計画規模を数パーセント超える洪水

をＨＷＬ以下の水位に低下させるこ

とができなくなることから、大戸川ダ

ムおよび天ヶ瀬ダム再開発によって

洪水位をＨＷＬ以下に低下させる洪

水は極めて限定的である。 

削除 
第 2段落を削除。寶委員 

・33 洪水のうち一つでも基準

（HWL）を超えてはいけない。

このことは、前回（4月９日）

の委員会において例示した耐

震基準を守ることと同じであ

る。また、同じく前回（4 月

９日）の委員会において指摘

したように、この 33 パターン

のうち、淀川本川で考えるべ

きものとしては実質７パター

ンであり、そのうちの２パタ

ーンであるから決してパター

ン数からして限定的と言うべ
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きものではないし、そう言う

必要もない。繰り返しになる

が、基準を超過する洪水は 33

分のゼロ、あるいは、７分の

ゼロでなければならない。 

・『計画規模を数パーセント超

える洪水』は超過洪水であり、

これについては、超過洪水対

策として上の項目No. 6〜8に

示したような記述で十分であ

る。 

・ダム直下から下流まで長い

区間にわたって、水位や流量

を低下させる効果があること

は、誰もが認めているので、

また、流量や水位の低下のみ

ならず、洪水ピークを時間的

にずらせる、複数ダムでの統

合的な洪水調節操作といった

堤防だけではできない効果も

発揮できるので、ことさらに

『極めて限定的』という言葉

を使う理由がわからない。 

修正 
第 3段落「ダムの必要性・・・・
現時点においては不十分であ
る」 
→「ダムの必要性・・・・現時
点においては大きな課題があ
り、見通しが立っていない。こ
れらの具体的な解決を行い、代
替案として位置づけるまでの目
標年次を設定し、代替案選定ま
での計画の PDCA を明確にする
よう専門的な検討審議が必要で
ある。」川崎委員 

ダム整備案の必要性の議論

は、堤防強化代替案の相対的

なものとして位置づけられる

ので、堤防強化を対象とした

代替案の確立までの検討期間

や達成目標を具体的に定める

検討審議が必要。 

修正 
第 3 段落を削除し、次の文章と
する。｢桂川の河道掘削に伴う下
流の流量増加を阻止するため
に、ダムによる流量削減は必須
となっており、これを補完する
堤防強化や耐越水性の向上を目
指した事業を実施する必要があ
る。｣河田委員 

ダムは即効性が最も高く、か

つ所要の効果を明確に実現で

きるので洪水制御手段として

は最も信頼できる。 

削除 
第 3段落を削除。寶委員 

『堤防のＨＷＬ以上の強化』

は、整備計画の範囲内で行う

べき事項。超過洪水対策につ

いては、上記項目 No. 8 のよ

うに言及しているので、ここ

では不要。 

・ダムの必要性や緊急性を検討するた

めには、堤防のＨＷＬ以上の強化およ

び耐越水堤防への強化対策や流域対

応等の対策との組み合わせについて

事業費を明示した上での総合的な検

討が不可欠であるが、現時点において

は不十分である。 

削除 
第 3 段落「・ダムの必要性や緊
急性･･･現時点においては不十
分である。」を削除。水山委員 
 

流域対応は要求しても法整備

がないと実行できないのでは

ないか。整備計画の議論とし

て不適当 
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修正 
第 4 段 落 「 以 上 の こ と か
ら、・・・・適切でないと判断す
る。」 
→「以上のことから、現時点で
一定の治水効果を果たすダム整
備は技術的、実現可能な代替案
として位置づけられるが、環境
負荷の低減を改善した案をめざ
すべきである。さらに、堤防強
化を主体とした別の代替案が確
立した段階で、複数代替案の評
価選定を行うことが重要であ
る。それらの実現のための専門
的知見を集約し、計画スキーム
を迅速に検討することは管理者
のみならず委員会の責務でもあ
る」川崎委員 

実現可能な一つの代替案とし

てダム整備は、位置づけられ

る。 

修正 
第 4段落「･以上のことから・・・
適切と判断する。｣と書き換え
る。河田委員 

ダムの効果は明白であるから

必要である。 

削除または削除 
第 4 段落を削除。または、次の
ような文章に置き換える。 
・ダム建設の実施を淀川水系河
川整備計画に位置づけることは
適当であると判断する。寶委員

ダムを建設することにより、

流量や水位の低下のみなら

ず、洪水ピークを時間的にず

らせる、複数ダムでの統合的

な洪水調節操作が可能といっ

た堤防ではできない効果も発

揮できるので、こうした観点

から現在事業実施中のダムは

建設すべきであると言える。

・以上のことから、現時点において、

ダム建設の「実施」を淀川水系河川整

備計画に位置づけることは適切では

ないと判断する。 

削除 
第 4 段落「・以上のことから、
現時点において･･･適切でない
と判断する。」を削除。水山委員

そうは判断しない。洪水調節

にダムは現状では有効な手段

である。 

・なお、天ヶ瀬ダム再開発については、

琵琶湖後期放流量を増大させるとい

う目的があるが、このことについて

は、宇治川の流下能力を1500m3/sにす

ることに伴う環境や景観に及ぼす影

響等を含めて、今後審議する。 

削除 
最終段落「・なお、天ヶ瀬ダ
ム・・・・・今後審議する。」を
削除。川崎委員 

この景観の問題については、

今回取り上げるかどうかは議

論していないものと思われ

る。また、前委員会において

も、別途専門委員会で検討す

る、また、すでに破壊されて

いるので問題ないとの委員長

意見にて審議はしていないと

記憶している。 

（２）川上ダム 

 

・川上ダムは、木津川下流、淀川に対

して、流量低減を行うものの、その低

減量は、戦後最大洪水に対して、上野

地区の河道改修および上野遊水地周

囲堤締め切りによる流量増200m3/s

(八幡地点でのＨＷＬ超過高は16cm)

であり、計算誤差の範囲であり極めて

小さい。洪水時の水位の変動幅やモデ

ル誤差の範囲内である。 

修正 
第1段落～第4段落を以下に修正
（２） 川上ダム 
・ 川上ダムも淀川水系河川整備
方針に示す 5,000m3/s の洪水調
節の一環を担うものである。 
・ 川上ダムは上野地域に大きな
治水効果を発揮するとともに、
木津川下流部および淀川下流部
においても全川に亘る水位低下
の効果を早期に発揮する。 
・ 計画規模洪水による３３パタ
ーンもの妥当性の検証において

治水効果に対する見解の相違
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も、全てＨＷＬ以下にするとい
う計画目標を達成している。 
・ しかし、いかなる洪水に対し
ても壊滅的な被害を軽減する観
点から、避難体制の整備など流
域対策に加え、堤防強化・河川
改修・ダムなど総合的に取り組
むべきである。池野委員 

修正 
第 1 段落「水位低下は、計算誤
差の範囲であり、極めて小さい」
→「水位低下は、計画高水位以
下で目標とする洪水を流下させ
る、また、川幅の広く延長の長
い淀川の流量の低減には一定の
効果がある。」川崎委員 

誤差であることの根拠が不

明。流量効果はある。 

修正 
第 1 段落（２）川上ダムの記述
も大戸川ダムの場合と同様のこ
とが指摘できる。これは、第 7
段や５ページの第 2 段について
も同様である。河田委員 

計算誤差の範囲という指摘は

間違っているし、安全基準を

犯してはならない。 

修正 
第 1段落を以下へ修正。 
・川上ダムは、木津川下流、淀
川に対して、流量低減を行い、
その低減量は、戦後最大洪水に
対して、上野地区の河道改修お
よび上野遊水地周囲堤締め切り
による流量増 200m3/s(八幡地
点でのＨＷＬ超過高は 16cm)で
ある。また淀川に対しては、整
備局が検証に用いた 33 パター
ンの計画規模洪水の中で、川上
ダムがない場合にもっとも高く
ＨＷＬを超過するのは淀川
13.2km 地点で、超過高は 18cm
である。川上ダムがあると水位
を 20cm 下げ、ＨＷＬから２cm
水位を下げることができる。寶
委員 

・別紙：｢計算誤差｣について、

を参照されたい。 

・淀川枚方地の数値の比率の

みで考えてはいけない。200

や数百 m3/s という流量の絶

対値は、流れ下ってくるもと

の上流区間では決して小さい

とは言えない。 

・左のように解析結果の事実

だけ述べればよい。 

また淀川に対しては、整備局が検証

に用いた33パターンの計画規模洪水の

中で、川上ダムがない場合にもっとも

高くＨＷＬを超過するのは淀川13.2km

地点で、超過高は18cmである。川上ダ

ムがあると水位を20cm下げ、ＨＷＬか

ら２cm水位を下げることができるが、

計算誤差の範囲であり極めて小さい。

この川上ダムによる水位低下高は洪水

時の水位の変動幅やモデル誤差の範囲

内である。 

 

 

削除 
第 1段落「・川上ダムは･･･計算
誤差の範囲であり極めて小さ
い。」を削除。水山委員 

それなりに効果はある 

・また計画規模洪水をＨＷＬ以下で流

下させるという「原案」で示された目

標に対して、川上ダムによって水位を

ＨＷＬ以下に低下させることができ

る洪水は、検証に用いた33パターンの

計画規模洪水の中で２パターンであ

る。さらにこの２つの洪水パターンで

あっても、計画規模を数パーセント超

えるとＨＷＬ以下に水位を低下させ

ることができなくなることから、川上

ダムによって洪水位をＨＷＬ以下に

修正 
第 2 段落「また計画洪水位
を・・・・極めて限定的である。」
→「また、計画洪水位を・・・・
限定的である。しかしながら、
計画規模の洪水を淀川本川では
計画高水位以下で流下させるた
めには、生命の危機に関わる一
つの洪水でも超過させることは
できないので、河川管理上の基
準に照らして整備案を代替案と
して位置づけることができる。

寶委員の意見解説（76 回委員

会参考資料１）によって、代

替案の位置づけが確認でき

る。8000m3/s を超える豪雨は

より少ないこと、計画基準の

設定を明確にすることは河川

管理上重要である。ここは議

論が分かれる所でもあり、異

なった意見を併記する方がよ

いかもしれない。 
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また、超過洪水対策への取り組
みも計画に位置づけることも重
要である。」川崎委員 

削除 
第 2段落を削除。寶委員 

・33 洪水のうち一つでも基準

(HWL)を超えてはいけない。こ

のことは、前回(４月９日)の

委員会において例示した耐震

基準を守ることと同じであ

る。また、同じく前回(４月９

日)の委員会において指摘し

たように、この 33 パターンの

うち、淀川本川で考えるべき

ものとしては実質７パターン

であり、そのうちの２パター

ンであるから決してパターン

数からして限定的と言うべき

ものではないし、そう言う必

要もない。繰り返しになるが、

基準を超過する洪水は 33 分

のゼロ、あるいは、７分のゼ

ロでなければならない。 

・『計画規模を数パーセント超

える洪水』は超過洪水であり、

これについては、超過洪水対策

として上の項目 No.6〜8 に示

したような記述で十分である。

・ダム直下から下流まで長い

区間にわたって、水位や流量

を低下させる効果がある(特

に直下の上野地区の浸水対策

としてダムは極めて有効な方

法である)ことは、誰もが認め

ているので、また、流量や水

位の低下のみならず、洪水ピ

ークを時間的にずらせる、複

数ダムでの統合的な洪水調節

操作といった堤防だけではで

きない効果も発揮できるの

で、ことさらに『極めて限定

的』という言葉を使う理由が

わからない。 

低下させる洪水は極めて限定的であ

る。 

削除 
第 2 段落「・また計画規模洪水
を HWL 以下で流下させる･･･極
めて限定的である。」を削除。水
山委員 

それなりに効果はある。 

・上野遊水地の機能をより有効に発揮

させるため、越流構造についてさらに

検討する必要がある。 

  

・ダムの必要性や緊急性を検討するた

めには、堤防のＨＷＬ以上の強化およ

び耐越水堤防への強化対策や流域対

応等の対策との組み合わせについて

事業費を明示した上での総合的な検

討が不可欠であるが、現時点において

は不十分である。 

修正 
第 4 段落｢ダムの必要性･･･現時
点においては不十分である｣ 
→「ダムの必要性･･･現時点にお
いては大きな課題があり、見通し
が立っていない。これらの具体的
な解決を行い、代替案として位置
づけるまでの目標年次を設定し、

ダム整備案の必要性の議論

は、堤防強化代替案の相対的

なものとして位置づけられる

ので、堤防強化を対象とした

代替案の確立までの検討期間

や達成目標を具体的に定める

検討審議が必要。 
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代替案選定までの計画のPDCA を
明確にするよう専門的な検討審
議が必要である。」川崎委員 

削除 
第 4段落を削除。寶委員 

『堤防のＨＷＬ以上の強化』

は、整備計画の範囲内で行う

べき事項。超過洪水対策につ

いては、上記項目 No. 8 のよ

うに言及しているので、ここ

では不要。 

 

 

削除 
第 4 段落「・ダムの必要性や緊
急性を･･･現時点においては不
十分である。」を削除。水山委員

流域対応は要求しても法整備

がないと実行できないのでは

ないか。整備計画の議論とし

て不適当。 

削除 
第 5 段落｢新規水需要につい
て、｣の後｢大阪市から･･･からの
導水について｣を削除。池野委員

固有名詞は避けたほうが良い・三重県伊賀水道事業の新規水需要に

ついて、大阪市からの水融通(青蓮寺

ダムからの導水)について利水者と調

整する余地があると考えられるので、

「常設の利水者会議」を早急に立ち上

げ、整備局が積極的に調整することを

求める。 

 

削除 
第 5 段落を削除。あるいは、伊
賀市が治水・利水の両面から川
上ダムを必要としているという
こと(新聞記事による)が事実で
あれば、それに触れるべき。寶
委員 

・委員長、副委員長が、大阪

市長、伊賀市長と面談された

努力は有り難いことであった

が、その後、両者の間での水

融通は難しいようである。 

・地元の意見を意見（案）に

どう反映するのか。 

・ダムの長寿命化対策では、既存ダム

の利水容量を活用する方策について、

利水者と調整する余地があると考え

られるので、「常設の利水者会議」を

早急に立ち上げ、整備局が積極的に調

整することを求める。 

  

修正 
第 7段落「･･･わけではなく、さ
らなる調査・検討が必要であ
る。」→「けではない。具体的な
ダム計画策定時にさらなる調
査・検討が必要である。」へ修正。
池野委員 

 

修正 
第 7 段落｢･･･さらなる調査・検
討が必要である。｣を「･･･継続
的な調査・検討が必要である。｣
と修正。河田委員 

長期的に調査する必要がある

ことを強調している。 

削除 
第 7 段落「・水質等の環境影響
予測や･･･さらなる調査・検討が
必要である。」を削除。水山委員

さらなる調査・検討は行うこ

とになるであろうが、満足な

レベルは個人による。 

・水質等の環境影響予測や希少種の保

護対策等について、整備局は専門家機

関を設置して検討し、致命的な環境悪

化にはならないとしているが、水質等

の環境影響予測は未だ満足なレベル

に達しておらず、また希少種の保護対

策も効果が保証されているわけでは

なく、さらなる継続的な調査・検討が

必要である。 

 

 

その他 
第 7 段落については、環境分野
の委員の先生方の御意見を拝聴
したい。寶委員 

前回委員会(第76回 4月9日)

参考資料 1 の委員からの意見

No.25 の 025-2/5〜3/5 頁に

示したように、川上ダム自然

環境保全委員会が 6 回、川上

ダム希少猛禽類保全検討会が

７回、川上ダムオオサンショ

ウウオ調査・保全検討委員会

が 12 回、それぞれ審議を繰り

返している。 
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修正 
最終段落を以下に修正。「・以上
のことから、ダム建設の「実施」
を淀川水系河川整備計画に位置
づけることは妥当である。」池野
委員 

 

修正 
最 終 段 落 「 以 上 の こ と か
ら、・・・・適切でないと判断す
る。」 
→「以上のことから、現時点で
一定の治水効果を果たすダム整
備は技術的、実現可能な代替案
として位置づけられるが、環境
負荷の低減を改善した案をめざ
すべきである。さらに、堤防強
化を主体とした別の代替案が確
立した段階で、複数代替案の評
価選定を行うことが重要であ
る。それらの実現のための専門
的知見を集約し、計画スキーム
を迅速に検討することは管理者
のみならず委員会の責務でもあ
る」川崎委員 

実現可能な一つの代替案とし

てダム整備は、位置づけられ

る。 

修正 
最終段落「･以上のことから・・・
適切と判断する。｣と書き換え
る。河田委員 

ダムの効果は明白であるから

必要である。 

削除 
最終段落を削除。または、次の
ような記述に置き換える。 
・ダム建設の実施を淀川水系河
川整備計画に位置づけることは
適当であると判断する。寶委員

ダムを建設することにより、

上野地区の浸水対策への大き

な効果および利水需要がある

（伊賀市はダム建設を要望し

ていると聞く）のみならず、

中下流部においても流量や水

位の低下の効果は長い河川区

間において大きい。また、洪

水ピークを時間的にずらせ

る、複数ダムでの統合的な洪

水調節操作が可能といった堤

防ではできない効果も発揮で

きるので、こうした観点から

現在事業実施中のダムは建設

すべきであると言える。 

・以上のことから、現時点において、

ダム建設の「実施」を淀川水系河川整

備計画に位置づけることは適切では

ないと判断する。 

 

 

削除 
最終段落「・以上のことから、
現時点において･･･適切でない
と判断する。」を削除。水山委員
 

洪水調節にダムは現状では有

効な手段である。 

（３）丹生ダム 

 

・姉川・高時川の洪水対策は緊急性が

あるが、ダム規模や運用方法が明らか

になっておらず、速やかにダムの必要

性・緊急性や環境影響等の調査・検討

を行う必要がある。 

修正 
第 1段落を以下に修正。 
・異常渇水対策に加えて、地球
温暖化に対する緩和策としての
異常流況対策（渇水に加えて洪
水も）として、丹生ダムに容量
を確保することを早急に検討さ
れたい。寶委員 

気候変動対策を全国に先駆け

て具体化してほしい。 
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・原案では、異常渇水対策容量を丹生

ダムあるいは琵琶湖に確保しようと

しているが、異常渇水対策容量の確保

については、整備局の説明では琵琶湖

の水位を「マイナス1.5m以下には水位

低下をさせない」としているが、琵琶

湖総合開発事業における関係者の申

し合わせでは、異常渇水時における琵

琶湖利用最低水位マイナス1.5mから

補償対象水位マイナス2.0mまでの取

り扱いについては、関係府県知事の意

見を徴し、建設大臣がこれを決定する

こととなっており、整備局の説明と申

し合わせの整合性が不明確である。 

また、仮に「マイナス1.5m以下に水

位低下をさせない」ということを前提

としても、水需要抑制、取水制限と維

持流量の削減による対応の可能性が

ある。 

さらに、異常渇水対策の対象規模をど

のように設定するのが適切かについ

ても検討する必要がある。 

 

修正 
第 2段落「･･･前提としても、取
水制限と維持流量の削減による
対応の可能性がある。」に「水需
要抑制」を加えて次のように修
正する。 
→「･･･前提としても、水需要抑
制、取水制限及び維持流量の削
減による対応の可能性がある。」
千代延委員 

・6 月 16 日の琵琶湖水位－

20cmから毎日平均1.5cm水位

が下がるとして、－90cm にな

るまでに 47 日かかる。上水、

工水（平成 13年で 60数 m3/s）

を 10％、47 日間水需要抑制す

る効果は、水量にして 24 百万

m3 である。 

 （60m3/s×0.1×86400×47

≒24 百万 m3） 

・丹生ダムの異常渇水対策容

量 4050 万 m3 の 60％ 

 であるが、維持流量のわず

かな削減上乗せとあわせれ

ば、有力な異常渇水対策容量

確保の代替案になりうる。 

・なお、平成 18 年度では、上

記上水、工水の少なくとも5％

は抑制が実現しているはずで

ある。あと５％の抑制を、明

確な目標を掲げて関係者が本

気で取組めば、10 年程度で実

現することは十分可能と思わ

れる。 

・以上のことから、現時点において、

ダム建設の「実施」を淀川水系河川整

備計画に位置づけることは適切では

なく、できるだけ早期に具体的な計画

案を提示することを求める。 

 

修正 
第 3段落を以下に修正。 
・ダム建設の実施を淀川水系河
川整備計画に位置づけるととも
に、治水のみならず異常渇水対
策を含む異常流況対策を検討す
ることは適切であるので、でき
るだけ早期に具体的な計画案を
提示されたい。寶委員 

ダムを建設することにより、

直下流の洪水対策のみなら

ず、洪水ピークを時間的にず

らせる、丹生ダムの大きな貯

水容量を琵琶湖流域や下流域

をも含む統合的な水管理に活

用可能といった効果も発揮で

きるので、こうした観点から

現在事業実施中のダムは建設

すべきであると言える。 

 

（４）ダム全般について 

 

・河川環境に与える影響や社会的影響

から、ダムはできるだけ建設しない方

がよい。しかしどうしても必要である

という場合には、他の施設にも増して

徹底的な検討を行い、十分な説明責任

を果たす必要があるということをこ

れまで整備局と委員会は共有してき

た。また、個々のダム計画にはそれぞ

れの経緯があり、長年にわたって犠牲

を強いられてきた水没地域をはじめ

地元の住民の想いを厳粛に受け止め

なければならないことは言うまでも

ない。 

 

修正 
第 1 段落「・・しかしどうして
も必要・・・」 
→「・・しかし人命の尊重から
必要・・・」川崎委員 

どうしてもの表現が曖昧なの

で、表現を修正。 



 17

意見(案)080311 版の修正案 修 正 文 案 理 由 

修正 
第 2段落・第3段落を以下に修正
・ＨＷＬを越えることは、確実に
破堤するとは言えないまでも、何
時破堤してもおかしくない状態で
ある。ＨＷＬ以上の強化や耐越水
堤防については、その安全性・確
実性が確立されていない現状にお
いては、計画対象洪水に対して一
定の基準(ＨＷＬ)以上に水位を上
昇させないダムによる治水対策
は、取りうる最善策である。 
・既に約 30 年前にダム実施計画
調査に着手して以来事業を継続
している経過を踏まえ、過去の堤
防の嵩上げを繰り返してきたこ
とを改め、水位を下げる施策を選
択すべきであり、ダム建設の｢実
施｣を淀川水系河川整備計画に位
置づけることは妥当であると判
断する。しかし説明不足の点もあ
り、更なる説明に努めるべきであ
る。池野委員 

施策選択の方向性から 

修正 
第 ２ 段 落 ･ 第 ３ 段 落 ｢ し か
し、・・・適切でないと判断する｣
→「現時点で一定の治水効果を
果たすダム整備は技術的、実現
可能な代替案として位置づけら
れるが、環境負荷の低減をより
改善した案をめざすべきであ
る。さらに、堤防強化を主体と
した代替案の確立へ向けて、技
術的・計画的課題の分析や専門
的知見を集約することが重要で
ある。そして、代替案選定の目
標年次を定めて,実現可能な計
画スキームとして検討すること
は、管理者のみならず委員会の
責務でもある。」川崎委員 

適切でないと判断する根拠が

明確でない。ダム建設は、代

替案の一つとして位置づける

ことには無理がない。治水効

果を担保できる他の代替案が

確立していないことから、早

急に計画スキームを定める必

要があることを記載する。 

修正 
第 2段落「･しかし、原案に・・・
不十分である。」を以下へ修正。
｢原案に盛り込まれた大戸川ダ
ム、天ヶ瀬ダム再開発、川上ダ
ムは、必要であり、また竣工後
は環境変化を継続的にモニタリ
ングし、動態を把握しておく必
要がある。｣河田委員 

ダムの効果は明白であるから

必要である。 

・しかし、原案に盛り込まれた大戸川

ダム、天ヶ瀬ダム再開発、川上ダム及

び丹生ダム計画についての整備局の

これまでの説明は、ダムがどうしても

必要であることについて十分説得的

な内容になっておらず、環境への影響

もダム建設を前提とした検討であり

不十分である。 

 

 

削除または修正 
第 2 段落を削除。または、次の
ように修正する。 
修文案： 
・原案に盛り込まれた大戸川ダ
ム、天ヶ瀬ダム再開発、川上ダ
ム及び丹生ダム計画についてそ
の効果は明らかである。寶委員

・治水面で効果がある。環境

面での委員会審議が不十分で

あり、この部分をどう記述す

るか要検討。 
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意見(案)080311 版の修正案 修 正 文 案 理 由 

削除 
第 2 段落「・しかし、原案に盛
り込まれた･･･ダム建設を前提
とした検討であり不十分であ
る。」を削除。水山委員 
 

 

削除 
第 3 段落全部を削減する。河田
委員 

不適切であるから。 

削除 
第 3段落を削除。寶委員 

上に述べたように、全く異な

る意見を持っているので、前

回委員会（第 76 回、4月 9日）

で述べたように、この２行が

残るのであれば、異なる意見

を持つ者として、筆者の意見

を意見書に添付されたい。 

・委員会は、現時点において、これら

のダム建設の「実施」を淀川水系河川

整備計画に位置づけることは適切で

ないと判断する。 

以上 

削除 
第 3 段落「委員会は、現時点に
おいて･･･適切でないと判断す
る。」を削除。水山委員 

 

 


